
 

資料６ 

 

牡鹿地区市民バスの対価について 

 

協議事項６ 

(1) 定期券発行対象の見直し 

これまで牡鹿地区市民バスの定期券の発行については、高等学校への通学

者に限定していたが、小学生の保護者からのニーズに応え、高等学校への通

学者に限定しない規定に改正するもの。定期券の発行対象範囲を広げること

により、通学における利便性の向上と利用者の増加が見込まれる。 

(2) 定期券発行に係る使用料（算定）の見直し 

定期券発行に伴う使用料の算定にあたっては、市内の他地区住民バスとの

均衡を図るため、算定についても見直すこととする。 

 (3) 牡鹿地区市民バスの「小学校通学無料対象地区の追加」について 

これまでの鮎川小学校の通学無料対象地区に網地島地区の長渡浜及び網地

浜を追加するもの。 

 

根 拠 法 令   道路運送法第７８条 

 

運 行 主 体   石巻市 

 

運行事業者   一般社団法人 おしかパブリックサービス 

 

運 行 経 路   ２ページを参照 

 

運賃・時刻表   ３～５ページを参照 

 

運 行 車 両   １４人乗りワゴン車 ４台 

       

実 施 日   令和８年４月１日から 
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牡鹿地区市民バス運行路線図
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寄磯～鮎川線

泊～清優館線

泊～大原線

凡例

網地島線
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【停留所（網地島線）】

45 根組車庫
46 長渡浜
47 網小医院
48 粟ヶ崎
49 上ノ山
50 池の浜
51 網地港

牡鹿病院特別便

【停留所（地域内線）】
1 黒崎団地（鮎川新田）

2 鮎川南

3 鮎川大町
4 牡鹿総合支所
5 鮎川西町
6 観光桟橋
7 牡鹿中学校
8 清崎団地
9 牡鹿病院

10 清優館
11 鮎川小学校
12 小沢
13 十八成
14 十八成団地
15 寺山
16 小渕浜南団地
17 小渕
18 小渕狩又
19 小渕公民館跡
20 小渕浜北団地
21 後山
22 給分
23 給分団地
24 大原小学校
25 大原
26 清水田
27 二渡
28 小網倉
29 小網倉団地
30 大原団地
31 谷川
32 大谷川
33 大谷川団地
34 鮫浦
35 前網
36 寄磯
37 寄磯団地

38 寄磯東森山
39 寄磯林道入口
40 谷川団地
41 泊浜海岸
42 泊浜入口
43 新山
44 鮎川金山
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Ḙ Ḙ Ḙ 8:15 13:00 Ḙ Ḙ Ḙ 11:15 Ḙ 14:56 Ḙ 10:10 Ḙ Ḙ 8:26 15:01
Ḙ Ḙ Ḙ 8:17 13:02 Ḙ Ḙ Ḙ 11:17 Ḙ 14:58 16:00 10:15 Ḙ Ḙ 8:30 15:05
6:25 7:00 Ḙ 8:18 13:04 Ḙ Ḙ Ḙ 11:18 Ḙ 14:59 16:01 10:25 6:25 10:00 8:31 15:06
6:28 7:03 Ḙ 8:21 13:07 Ḙ 15:15 Ḙ 11:20 Ḙ 15:01 16:03 10:30 6:28 10:03 8:32 15:07
6:33 7:08 Ḙ 8:26 13:12 Ḙ 15:20 Ḙ 11:21 Ḙ 15:02 16:04 6:33 10:08 8:35 15:10
6:38 7:13 7:35 8:31 13:17 Ḙ ↓ Ḙ 11:22 Ḙ 15:03 16:05 6:38 10:13 8:36 15:12
6:41 7:15 7:37 8:33 13:19 Ḙ Ḙ Ḙ 11:23 Ḙ 15:04 16:06 6:41 10:16 8:37 15:14
6:43 7:16 ↓ 8:34 13:20 Ḙ ↓ Ḙ 11:24 Ḙ 15:05 16:07 6:43 10:18 8:42 15:19
6:46 7:20 7:42 8:39 13:25 Ḙ Ḙ Ḙ 11:25 Ḙ 15:06 16:08 6:46 10:21 8:47 15:24
Ḙ Ḙ Ḙ 8:40 13:26 Ḙ Ḙ Ḙ 11:26 Ḙ 15:07 16:09 Ḙ 10:22 8:48 15:25
Ḙ Ḙ Ḙ 8:44 13:30 Ḙ Ḙ Ḙ 11:27 Ḙ 15:08 16:10 Ḙ 10:26 8:49 15:26
Ḙ Ḙ Ḙ 8:51 13:37 Ḙ Ḙ Ḙ 11:30 Ḙ 15:11 16:13 7:05 6:51 10:27 8:51 15:28
Ḙ Ḙ Ḙ 8:53 13:39 Ḙ Ḙ Ḙ 11:32 Ḙ 15:13 Ḙ 7:08 6:57 10:33 8:53 15:30
Ḙ Ḙ Ḙ 8:54 13:40 Ḙ Ḙ Ḙ 11:34 Ḙ 15:15 16:14 7:20 6:59 10:35 8:55 15:32
Ḙ Ḙ Ḙ 8:55 13:41 Ḙ Ḙ Ḙ 11:39 Ḙ Ḙ 16:19 7:21 7:00 10:36 8:56 15:33
6:51 7:24 Ḙ 8:57 13:43 Ḙ Ḙ 7:35 11:44 Ḙ 15:19 Ḙ Ḙ 7:01 10:37 8:57 15:34
Ḙ Ḙ 7:48 8:58 13:44 14:30 15:35 7:36 11:45 Ḙ 15:20 16:24 Ḙ 7:04 10:40 9:00 15:37
Ḙ Ḙ Ḙ 9:01 13:47 14:33 15:38 Ḙ 11:46 Ḙ 15:21 Ḙ 7:07 10:43 9:01 15:38
Ḙ 7:25 Ḙ 9:02 13:48 ↓ ↓ 7:37 11:48 Ḙ 15:23 Ḙ Ḙ 7:08 10:44 9:03 15:40
Ḙ Ḙ Ḙ 9:03 13:49 Ḙ Ḙ Ḙ 11:50 Ḙ 15:25 Ḙ Ḙ 7:09 10:45 9:04 15:41
Ḙ Ḙ Ḙ 9:05 13:51 Ḙ Ḙ Ḙ 11:52 Ḙ 15:27 16:27 7:26 7:11 10:47 9:05 15:42
Ḙ Ḙ Ḙ 9:07 13:53 14:36 15:43 ↓ 11:53 Ḙ 15:28 16:28 Ḙ 7:13 10:49 9:06 15:43
Ḙ Ḙ Ḙ 9:09 13:55 Ḙ Ḙ 7:40 11:54 Ḙ 15:29 Ḙ Ḙ 7:15 10:51 9:12 15:49※

Ḙ 7:27 Ḙ 9:10 13:56 14:37 15:44 7:43 11:57 14:30 15:32 16:30 7:27 7:16 10:52 9:13 Ḙ
Ḙ Ḙ Ḙ 9:11 13:57 14:38 15:45 Ḙ 11:58 Ḙ 15:33 16:31※ 7:17 10:53 9:17 Ḙ
Ḙ 7:32 Ḙ 9:16 Ḙ Ḙ Ḙ Ḙ 12:02 Ḙ 15:37 Ḙ 7:22 10:58 9:18 Ḙ
Ḙ 7:37 Ḙ 9:21 14:01 ↓ ↓ Ḙ 12:04 Ḙ 15:38 Ḙ 7:27 11:03 9:21 ↓
Ḙ Ḙ Ḙ 9:23 14:03 Ḙ Ḙ Ḙ 12:05 Ḙ 15:39 Ḙ 7:29 11:05 9:23 Ḙ
Ḙ 7:38 Ḙ 9:25 14:05 Ḙ Ḙ Ḙ 12:07 Ḙ 15:41 Ḙ 7:31 11:07 9:26 ↓
Ḙ Ḙ Ḙ 9:28 14:08 Ḙ Ḙ Ḙ ↓ Ḙ 15:43 Ḙ 7:34 11:10 9:31 Ḙ
Ḙ 7:42 Ḙ 9:29 14:09 Ḙ Ḙ Ḙ 12:11 Ḙ 15:44 Ḙ 7:35 11:11 9:36 ↓
Ḙ Ḙ Ḙ 9:30 14:10 14:46 15:53 Ḙ 12:15 Ḙ 15:48 Ḙ 7:36 11:12 9:39 16:14
Ḙ 7:43 Ḙ 9:31 14:11 Ḙ Ḙ Ḙ 12:16 14:36 15:49 Ḙ 7:40 11:16 Ḙ Ḙ
Ḙ 7:44 Ḙ 9:32 14:12 Ḙ Ḙ ↓ 12:21 ↓ 15:54 ↓ Ḙ Ḙ
Ḙ 7:45 Ḙ 9:33 14:13 Ḙ Ḙ Ḙ 12:22 14:41 15:55 Ḙ
Ḙ 7:46 Ḙ 9:34 14:14 Ḙ Ḙ ↓ 12:24 14:43 15:57 ↓
Ḙ Ḙ Ḙ 9:35 14:15 Ḙ Ḙ 8:05 12:29 14:48 16:02 ↓
Ḙ Ḙ Ḙ 9:37 14:17 Ḙ Ḙ 8:10 12:34 14:53 16:07 ↓
Ḙ Ḙ Ḙ 9:38 14:18 Ḙ Ḙ Ḙ 12:37 14:56 16:10 17:08 9:30 11:10 10:20 15:50
Ḙ Ḙ Ḙ 9:40 14:20 Ḙ Ḙ Ḙ 12:39 Ḙ 16:12 Ḙ 9:33 11:13 10:21 15:51

Ḙ 12:41 Ḙ 16:14 Ḙ 9:46 11:26 10:23 15:53
9:54 11:34 10:24 15:54
9:55 11:35 10:25 15:55
9:56 11:36 10:26 15:56
9:58 11:38 10:28 15:58

Ḙ 8:30 12:35 11:00 11:30 14:40 15:40 9:59 11:39 10:29 15:59
Ḙ 8:33 12:38 11:01 11:31 14:41 15:41 10:00 11:40 10:30 16:00※

Ḙ 8:46 12:51 11:02 11:32 14:42 15:42 10:01 11:41 10:38 Ḙ
7:47 8:54 12:59 11:03 11:33 14:43 15:43 10:03 11:43 10:51 Ḙ
7:48 8:55 13:00 11:04 11:34 14:44 15:44 10:04 11:44 10:54 16:24
7:49 8:56 13:01 11:05 11:35 14:45 15:45
Ḙ 8:58 13:03 11:06 11:36 14:46 15:46
7:51 9:00 13:05 11:08 11:38 14:48 15:48
7:52 9:01 13:06 11:10 11:40 14:50 15:50
7:53 9:02 13:07 11:11 11:41 14:51 15:51
7:54 9:03 13:08 11:12 11:42 14:52※ 15:52※

Ḙ 9:04 13:09 Ḙ 11:50 15:02 Ḙ 注２．青字の時刻（「〇：〇〇」）はミヤコーバスと接続しております。
7:56 9:05 13:10 Ḙ 12:03 Ḙ Ḙ 注３．「↓」印の記載があるバス停は、停車いたしません。
7:57 9:06 13:11 Ḙ 12:06 Ḙ 16:16 注４．「－」印の記載があるバス停は、経由（通過）いたしません。

注５．日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は運休となります。

令和７年１０月１日改正

注１．時刻の後に※印（「〇：〇〇※」）が記載してあるバス停の時点で、乗客がいない
場合は回送といたします。

お問合せ先
≪運行事業者≫

おしかパブリックサービス

TEL ４４－１６５５

≪土日・祝日≫

牡鹿総合支所（地域振興課）
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令和6年９月１日改正

9:20 11:00 13:15 14:40 16:00

14:42

14:42

9:27 11:07 13:22 14:47 16:07

9:31 11:11 13:26 ⃬ ⃬

9:32 11:12 13:27 ⃬ ⃬

9:34 11:14 13:29 ⃬ ⃬

9:36 13:31 14:52 16:12

9:54 13:52 15:12 16:24

⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬

⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬

⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬

9:59※ 11:21※ 13:57※ 15:17※ 16:29※

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓
10:04 11:26 14:02 15:22 16:36

9:22 11:02 16:02

11:16

↓

13:17

↓
10:08発

ｼｰｷｬｯﾄ鮎川行き
14:10発

ﾏｰﾒｲﾄﾞ鮎川行き
16:38発

令和６年９月１日より運行時刻が変わります。
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鮎川区域

３００円 大原区域

４００円 ３００円 谷川区域

４００円 ４００円 ３００円 寄磯区域

３００円 谷川区域

４００円 ３００円 鮎川区域

鮎川区域

３００円 谷川区域

４００円 ３００円 寄磯区域

３００円 谷川区域

４００円 ４００円 ３００円 大原区域

４００円 ４００円 ３００円 鮎川区域

※同一区域内は２００円

網地島区域

２００円 網地島区域 　※網地島線は一律２００円

谷 川 定 額 区 域 谷川浜、泊浜、鮫浦浜、大谷川浜

寄 磯 定 額 区 域 寄磯浜、前網浜

網地島線

鮎 川 定 額 区 域 鮎川浜、鮎川大町、鮎川浜丁、十八成浜、新山浜

大 原 定 額 区 域 大原浜、給分浜、清水田浜、小網倉浜、小渕浜

牡 鹿 地 区 市 民 バ ス 運 賃 表

牡鹿地域線

右廻り便

左廻り便

区　　域 地　　　　　　名
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１　牡鹿地区市民バスの「定期券発行対象範囲の拡大」について

例：１回の乗車３００円（片道）の場合

≪高校生≫ ≪大人：中学生以上≫

× × ／ ＝ × × ／ ＝ ①

≪小学生≫

① × ／ ＝ ②

※上記で算定した額の２分の１とする

≪高校生≫ ≪大人：中学生以上≫

× × ／ ＝ ① × × ／ ＝

※上記「１ケ月定期券の額①」に３を乗じて得た額の９５／１００

≪小学生≫

② × × ／ ＝

※上記「１ケ月定期券の額②」に３を乗じて得た額の９５／１００

２　牡鹿地区市民バスの「小学校通学無料対象地区の追加」について

（１）定期券発行対象の見直し
　これまで牡鹿地区市民バスの定期券の発行については、高等学校への通学者に限定していたが、小学生の保護者からのニーズに応え、高等学校への通学者に限定し
ない規定に改正するもの。定期券の発行対象範囲を広げることにより、通学における利便性の向上と利用者の増加が見込まれる。

（２）定期券発行に係る使用料（算定）の見直し
　定期券発行に伴う使用料の算定にあたっては、市内の他地区住民バスとの均衡を図るため、下記のとおり算定についても見直すこととする。

石巻市新山浜、長渡浜及び網地浜 石巻市立鮎川小学校

３
ヶ

月
定
期
券

【現行】　高等学校への通学のために乗車するものに限る

40回300円 30 100

300円 120回 30 100 10,800円

40回

１
ヶ

月
定
期
券

3,600円 300円

【改正案】　全ての利用者を対象とする

50 100 6,000円

○小学校通学無料対象地区の追加
　これまでの鮎川小学校の通学無料対象地区に網地島地区の長渡浜及び網地浜を追加するもの。（現在、網地島地区の児童が鮎川小学校に通学しており、実態に合わ
せるため改正するもの。）

石巻市新山浜

所　在　地 学　校　名

【 現 行 】

石巻市立鮎川小学校

【 改 正 案 】

所　在　地 学　校　名

3ヶ月 95 100 8,550円

6,000円 1 2 3,000円

3,000円

6,000円 3ヶ月 95 100 17,100円
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